
「公立教育・保育施設の今後のあり方（案）」への意見募集結果

標記の件につきまして、市民意見公募（パブリックコメント）を実施しましたので、

その結果及びお寄せいただいたご意見に対する市の考えをお知らせいたします。 

１．意見募集期間

　　令和４年11月 24日（木）から令和４年12月 23日（金）まで

２．提出意見

　　２名の方から４件のご意見がありました。

３．意見の内容及び市の考え方

No. 項目 意見の要旨 市の考え方

１ 公立施設の
役割

市は、公立施設の役割とし
て、『私立施設単独では対応
が難しい地域共通の課題に目
を向けた「市全体の教育・保
育環境の充実に寄与する役
割」に注力し、そのための機
能拡充を図る』としている。

　また、資料中の特別保育事
業における障がい児数の推移
を見ると、年々増加傾向にあ
る。

　こうしたことを踏まえれ
ば、公立施設を減らすべきで
はなく、２施設の充実を図る
べきです。

　　

　現在の公立施設を維持した上
で、各施設の機能を拡充するため
には、さらなる人材が必要となり
ますが、人口減少社会において
は、将来的な市民負担の増加にも
繋がることが予想されます。

　厳しい財政状況の中で、行政
サービスの維持・向上を図るため
には、市が担うべき役割の「選
択」と「集中」を踏まえて、限ら
れた資源を有効かつ適切に活用す
る必要があります。

　これらの観点から、公立施設の
あり方を検討し、公立施設の人材
を一か所に集約することにより、
機能拡充に必要な体制を確保する
方針としたものであります。

　また、障がいのある子どもの受
入れは、現在も公立、私立問わず
実施しております。
　しかし、職員の追加配置や看護
師等の配置の状況により、私立施
設での受入れが困難となることも
考えられます。
　このため、公立施設が受入れ体
制を確保し、私立施設では受入れ
困難な子どもの受入れを行うな
ど、今まで以上に公立ならではの
役割を担い、市全体の教育・保育
の充実に寄与していく考えです。

２ 「公立施設
のあり方」
の検討結果

　No.1,No.3の点から、会津
若松市の「公立教育・保育施
設の今後のあり方（案）」と
しては不十分であり、広田保
育所及び河東第三幼稚園を統
合した施設の民営化ありきで
論じていると言わざるを得ま
せん。
　一旦、白紙に戻すべきで
す。



３ 中央保育所
の整備

　資料中、年次計画（案）で
は、令和８年度に中央保育所
の類型変更（保育所型認定こ
ども園）が示されているが、
当該施設は老朽化、狭あい化
が進んでいるとしながらも施
設整備については検討を進め
ていくと表現されているだけ
です。
　公立施設が地域の子育て支
援における中核的な機能を果
たそうとするならば、「幼保
連携型認定こども園」とする
べきです。
　そのため、令和８年度まで
に中央保育所の施設整備は必
須であり、具体的な整備計画
を示すべきです。

　老朽化する中央保育所の整備に
ついては、公立施設の役割を拡充
する上で重要であり、「公立教
育・保育施設の今後のあり方」の
決定後に、財源確保や建替え方法
等の検討を進めてまいります。
　また、中央保育所の整備時期に
関わらず、公立施設として、対応
できる取組から速やかに実施して
いくことも重要であると考えてお
ります。

　また、中央保育所の類型変更に
つきましては、公立施設職員の資
格所持状況等も踏まえ、保育所型
認定こども園とすることとしてい
ますが、幼保連携型認定こども園
と同様に、教育認定子どもと保育
認定子どもを受入れ、教育・保育
の一体的な提供を行ってまいりま
す。

４ 職員の雇用
について

　昔よく言われていた言葉に
「三つ子の魂百までも」とあ
りますように、幼児教育は人
間形成の原点であると思いま
す。
　今日の私たちがあるのは、
過去から今日までの教育の成
果と反映ではないでしょう
か。
　教育現場での事件、事故は
過去より昨今まで多く発生し
ており、保護者や家族等の不
安、関心が高まっており、将
来の日本を担う人材を守り育
てる最も重要な職務であると
思います。
　職員の雇用については、極
力正規職員の配置と労働条件
の改善向上を図り、教育労働
者としての使命感を持って、
健康で意欲を持って働ける環
境を整えてほしいです。

　公立施設の職員体制について
は、公立施設としての役割等を踏
まえ、必要な人員体制を確保して
きたところであります。

　今後も、多様なニーズへ適切に
対応できるよう、任期の定めのな
い職員をはじめ、任期付職員等も
配置して、必要な職員体制を確保
してまいります。

　また、職員の労働条件について
は、職員一人ひとりが意欲を持っ
て働き続けることができるよう、
引き続き、人事院勧告をはじめ、
国から示される考えを踏まえ、労
働条件の改善に意を用いてまいり
ます。


